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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ずりの坑外への搬出に連続ベルトコンベアを用いるトンネル掘削工事において、
　前記連続ベルトコンベアをトンネル床部の側部に配置して前記連続ベルトコンベアの側
方の前記トンネル床部に、トンネル内を行き交う車両の走行路を確保し、
　前記連続ベルトコンベアの延在方向の少なくとも一箇所に、前記連続ベルトコンベアの
上方箇所でトンネルの延在方向および幅方向に延在するステージ用床部を有する移動式ス
テージを配置し、
　前記移動式ステージの前記ステージ用床部上において前記車両のトンネル内でのすれ違
いを行なうようにした、
　ことを特徴とするトンネル掘削工事におけるずりの搬出方法。
【請求項２】
　前記移動式ステージは、前記ステージ用床部と、前記ステージ用床部を支持するステー
ジ用フレームとを備え、
　前記ステージ用フレームは、複数の分割体で構成され、
　前記ステージ用床部は、複数の床板で構成され、
　前記各分割体は、移動用の輪体を備えている、
　ことを特徴とする請求項１記載のトンネル掘削工事におけるずりの搬出方法。
【請求項３】
　移動式ステージは、トンネルの延在方向における前記ステージ用床部の両端に配置され



(2) JP 6537397 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

、前記走行路と前記ステージ用床部とを接続する傾斜接続部を含んでいる、
　ことを特徴とする請求項１または２記載のトンネル掘削工事におけるずりの搬出方法。
【請求項４】
　ずりの坑外への搬出を連続ベルトコンベアで行なうトンネル掘削工事に用いられる移動
式ステージであって、
　トンネル床部に、トンネル内を行き交う車両の走行路を確保するようにトンネル床部の
側部に配置された前記連続ベルトコンベアを跨いて前記トンネル床部に配置されるステー
ジ用フレームと、
　前記ステージ用フレーム上に設けられるステージ用床部とを備え、
　前記ステージ用床部は、２台の前記車両が、それら車両の前後方向をトンネルの延在方
向に向けそれらの車幅方向に並べられる幅、長さを有している、
　ことを特徴とするトンネル掘削工事に用いられる移動式ステージ。
【請求項５】
　前記ステージ用フレームは、複数の分割体で構成され、
　前記ステージ用床部は、複数の床板で構成され、
　前記各分割体は、移動用の輪体を備え、
　前記複数の床板は、トンネルの延在方向および幅方向に位置決めされた状態で前記フレ
ーム上に載置される、
　ことを特徴とする請求項４記載のトンネル掘削工事に用いられる移動式ステージ。
【請求項６】
　前記移動式ステージは、トンネルの延在方向における前記ステージ用床部の両端に配置
され、前記走行路と前記ステージ用床部とを接続する傾斜接続部を含んでいる、
　ことを特徴とする請求項４または５記載のトンネル掘削工事に用いられる移動式ステー
ジ。
【請求項７】
　前記傾斜接続部は、傾斜床部と、傾斜床部を支持する傾斜フレームとを備え、
　前記傾斜フレームは、複数の分割体で構成され、
　傾斜床部は、複数の床板で構成され、
　各分割体は、移動用の輪体を有し、
　前記複数の床板は、トンネルの延在方向および幅方向に位置決めされた状態で前記傾斜
フレーム上に載置される、
　ことを特徴とする請求項６記載のトンネル掘削工事に用いられる移動式ステージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　従来、山岳トンネル工事においては、多くの場合、発破により切羽の掘削を行ない、生
じたずりの坑外への搬出に、連続ベルトコンベアを用いて坑外に搬送する連続ベルトコン
ベア方式が増えている。
【背景技術】
【０００２】
　トンネル工事においては、切羽での爆薬による発破に加え、アンカーボルトを用いた多
数の照明器具の設置作業、多数のロックボルトを用いたトンネル壁面の補強作業、多数の
支保工を用いたトンネル壁面の一次覆工、スライドセントルを用いたトンネル壁面の二次
覆工、二次覆工コンクリートの養生など、トンネル内で各種の作業が行なわれる。
　また、多数のアンカーボルト、多数の照明器具、多数のロックボルト、多数の支保工、
コンクリート、爆薬などの資機材を運搬するダンプトラック、コンクリートミキサー車、
コンクリートポンプ車がトンネル内を行き交う。
　一方、連続ベルトコンベアは、トンネルの幅方向の側部でトンネル内の上下方向の中間
の箇所に配置され、連続ベルトコンベアが配置されるトンネル内での幅方向の位置および
トンネル内での高さは、トンネルの全長にわたって不変とされる場合が多い（特許文献１
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、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－８７５００号公報
【特許文献２】特許第２８９９８８０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そのため、連続ベルトコンベアが配置されたトンネル内の側部がデッドスペースとなっ
ており、トンネル内で各種の作業を効率良く行なう上で不利がある。
　また、ダンプトラックやコンクリートミキサー車などの運搬車、コンクリートポンプ車
などの作業車は、連続ベルトコンベアの側方のトンネル空間内の狭いスペースで行き交わ
なければならず、何らかの改善が望まれていた。
　また、特に二次覆工時、スライドセントルの走行架台を前進させてコンクリート型枠を
組み付ける際、連続ベルトコンベアにコンクリート型枠や走行架台、ジャッキとが干渉し
ないように何らかの工夫する必要があり、そのため、トンネル工事の作業効率を高める上
で不利があり、やはり何らかの改善が望まれていた。特に、スライドセントルをトンネル
の延在方向に二つ並べ、それらスライドセントルのコンクリート型枠を交互に使用して二
次覆工を行なう方式の工法では、コンクリート型枠や走行架台、ジャッキに対して連続ベ
ルトコンベアを干渉させないために大きな労力を要し、何らかの改善が望まれていた。
【０００５】
　本発明は以上の点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、トンネル床部の上方
に配置された連続ベルトコンベアよるトンネル内の側部のデッドスペースをなくしてトン
ネル内に広い空間を確保し、トンネル内での各種の作業を効率良く行なえ、また、運搬車
、作業車の行き来も円滑に行なえ、スライドセントルの移動、組み付け、取り外しを効率
良く行なう上で有利なトンネル掘削工事におけるずりの搬出方法およびそれに用いる移動
式ステージを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した目的を達成するために、請求項１記載の発明は、ずりの坑外への搬出に連続ベ
ルトコンベアを用いるトンネル掘削工事において、前記連続ベルトコンベアをトンネル床
部の側部に配置して前記連続ベルトコンベアの側方の前記トンネル床部に、トンネル内を
行き交う車両の走行路を確保し、前記連続ベルトコンベアの延在方向の少なくとも一箇所
に、前記連続ベルトコンベアの上方箇所でトンネルの延在方向および幅方向に延在するス
テージ用床部を有する移動式ステージを配置し、前記移動式ステージの前記ステージ用床
部上において前記車両のトンネル内でのすれ違いを行なうようにしたことを特徴とする。
　請求項２記載の発明は、前記移動式ステージは、前記ステージ用床部と、前記ステージ
用床部を支持するステージ用フレームとを備え、前記ステージ用フレームは、複数の分割
体で構成され、前記ステージ用床部は、複数の床板で構成され、前記各分割体は、移動用
の輪体を備えていることを特徴とする。
　請求項３記載の発明は、移動式ステージは、トンネルの延在方向における前記ステージ
用床部の両端に配置され、前記走行路と前記ステージ用床部とを接続する傾斜接続部を含
んでいることを特徴とする。
【０００７】
　請求項４記載の発明は、ずりの坑外への搬出を連続ベルトコンベアで行なうトンネル掘
削工事に用いられる移動式ステージであって、トンネル床部に、トンネル内を行き交う車
両の走行路を確保するようにトンネル床部の側部に配置された前記連続ベルトコンベアを
跨いて前記トンネル床部に配置されるステージ用フレームと、前記ステージ用フレーム上
に設けられるステージ用床部とを備え、前記ステージ用床部は、２台の前記車両が、それ
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ら車両の前後方向をトンネルの延在方向に向けそれらの車幅方向に並べられる幅、長さを
有していることを特徴とする。
　請求項５記載の発明は、前記ステージ用フレームは、複数の分割体で構成され、前記ス
テージ用床部は、複数の床板で構成され、前記各分割体は、移動用の輪体を備え、前記複
数の床板は、トンネルの延在方向および幅方向に位置決めされた状態で前記フレーム上に
載置されることを特徴とする。
　請求項６記載の発明は、前記移動式ステージは、トンネルの延在方向における前記ステ
ージ用床部の両端に配置され、前記走行路と前記ステージ用床部とを接続する傾斜接続部
を含んでいることを特徴とする。
　請求項７記載の発明は、前記傾斜接続部は、傾斜床部と、傾斜床部を支持する傾斜フレ
ームとを備え、前記傾斜フレームは、複数の分割体で構成され、傾斜床部は、複数の床板
で構成され、各分割体は、移動用の輪体を有し、前記複数の床板は、トンネルの延在方向
および幅方向に位置決めされた状態で前記傾斜フレーム上に載置されることを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１記載の発明によれば、連続ベルトコンベアをトンネル床部の側部に配置し、連
続ベルトコンベアの側方のトンネル床部を車両の走行路とした。
　そのため、従来の連続ベルトコンベアよるトンネル内の側部のデッドスペースをなくし
、トンネル内の各種の作業をトンネル床部の上方の広い空間で行なえ、トンネル内の各種
の作業の効率を高める上で有利となる。
　また、ダンプトラックやコンクリートミキサー車などの運搬車、コンクリートポンプ車
などの作業車は、移動式ステージですれ違うことができ、トンネル内を行き交う車両を円
滑に走行させる上で有利となる。
　また、二次覆工時、走行架台を前進させてスライドセントルを組み付ける際、連続ベル
トコンベアはトンネル床部の側部に位置しているため、連続ベルトコンベアにスライドセ
ントルや走行架台、ジャッキとが干渉しない。そのため、走行架台の走行やスライドセン
トルの組み付け、取り外しを簡単に行なえ、二次覆工作業の効率を高める上で有利となる
。したがって、スライドセントルをトンネルの延在方向に二つ並べ、それらスライドセン
トルを交互に使用して二次覆工を行なう場合も、走行架台の走行やスライドセントルの組
み付け、取り外しを簡単に行なえ、二次覆工作業の効率を高める上で有利となる。
　請求項２記載の発明によれば、移動式ステージの移動を簡単に行なう上で有利となる。
　請求項３記載の発明によれば、車両のステージ用床部への乗り降りを簡単に行なえ、車
両のすれ違いを円滑に行なう上で有利となる。
【０００９】
　請求項４記載の発明によれば、連続ベルトコンベアの側方のトンネル床部を車両の走行
路とし、従来の連続ベルトコンベアよるトンネル内の側部のデッドスペースをなくし、ト
ンネル床部の上方空間を広く利用できる。
　したがって、トンネル内での各種の作業を効率良く行なえ、また、ダンプトラックやコ
ンクリートミキサー車などの運搬車、コンクリートポンプ車などの作業車は、移動式ステ
ージですれ違うことができ、トンネル内を行き交う車両を円滑に走行させる上で有利とな
る。
　請求項５記載の発明によれば、移動式ステージの移動を簡単に行なう上で有利となる。
　請求項６記載の発明によれば、車両のステージ用床部への乗り降りを簡単に行なえ、車
両のすれ違いを円滑に行なう上で有利となる。
　請求項７記載の発明によれば、傾斜接続部の移動を簡単に行なう上で有利となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】切羽付近のトンネル部分の縦断面図である。
【図２】スライドセントルが配置されたトンネル部分の横断面図である。
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【図３】二次覆工コンクリートの養生装置が配置されたトンネル部分の横断面図で、移動
式スライドステージの説明図である。
【図４】二次覆工コンクリートの養生装置が配置されたトンネル部分の横断面図で、移動
式スライドステージに２台のコンクリートミキサー車が乗った説明図である。
【図５】（Ａ）は移動式スライドステージが配置されたトンネル部分の断面平面図、（Ｂ
）に移動式スライドステージが配置されたトンネル部分の縦断面図である。
【図６】（Ａ）は移動式スライドステージの平面図、（Ｂ）はステージ用フレームの平面
図、（Ｃ）はステージ用フレームの正面図である。
【図７】（Ａ）は傾斜フレームの平面図、（Ｂ）は傾斜フレームの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図示例と共に説明する。
　図１に示すように、切羽８には、多数の爆薬挿入孔を削孔するホイールジャンボ（不図
示）や、発破後のトンネル１０の壁面を仕上げ掘削するバックホー１２が配置され、また
、切羽８から離れた箇所に、クローラ走行式のクラッシャー１４と、クローラ走行式のテ
ールピース台車１６が配置される。
　掘削されたずりは、ホイールローダ１８やダンプトラック（不図示）により運搬され、
クラッシャー１４のホッパーに投入される。
　ホッパーに投入されたずりは均一の大きさに破砕され、クラッシャー１４のベルトコン
ベアによりテールピース台車１６のホッパーに投入される。
　テールピース台車１６のホッパーに投入されたずりは、連続ベルトコンベア２０により
トンネル坑外に搬出される。
　トンネル工事の進行に伴い、クラッシャー１４が前進し、テールピース台車１６でベル
トおよびフレームを継ぎ足しつつテールピース台車１６が前進し、連続ベルトコンベア２
０の先頭がテールピース台車１６と共に前進していく。
【００１２】
　図２～図４、図５（Ａ）に示すように、連続ベルトコンベア２０は、トンネル床部１０
Ａの側部に配置され、より詳細には、トンネル床部１０Ａの幅方向の一方の端部寄りの箇
所に配置される。
　そして、連続ベルトコンベア２０の側方のトンネル床部１０Ａに、ダンプトラックやコ
ンクリートミキサー車などの運搬車、コンクリートポンプ車などの作業車など、トンネル
１０内を行き交う車両３４が走行できる幅の走行路２６が確保されている。
　また、テールピース台車１６の直下の箇所では、連続ベルトコンベア２０は、図１に示
すように、テールピース台車１６の両側のクローラ１６０２の間に配置されている。
【００１３】
　また、図２に示すように、スライドセントル２２が配置された箇所では、連続ベルトコ
ンベア２０は、スライドセントル２２と分離した箇所に配置されている。詳細には、スラ
イドセントル２２は、走行架台２２０２、複数のジャッキ２２０４、複数のコンクリート
型枠２２０６を備え、走行架台２２０２の両側の脚部２２０８に、レール２２１０上を走
行する車輪２２１２が設けられている。連続ベルトコンベア２０は、両側の脚部２２０８
のうちの一方の脚部２２０８の内側に配置されている。なお、図２において符号２４は二
次覆工コンクリートを示している。
　なお、切羽８の発破時、ホイールジャンボ（不図示）、バックホー１２、ホイールロー
ダ１８、クラッシャー１４、テールピース台車１６、連続ベルトコンベア２０は、切羽８
から５０ｍ程度距離をおいた箇所に離される。
【００１４】
　図３に示すように、連続ベルトコンベア２０は、ベルト２００２と、所定の間隔毎に設
けられたずり搬出用の往路ローラ２００４および復路ローラ２００６と、それらローラ２
００４、２００６を支持するフレーム２００８とを有している。
　往路ローラ２００４は、水平に配置された中央ローラ２００４Ａと、その両側に配置さ
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れた傾斜ローラ２００４Ｂとで構成されている。
【００１５】
　連続ベルトコンベア２０の延在方向の少なくとも一箇所に、移動式ステージ３０が配置
される。
　本実施の形態では、移動式ステージ３０は、図３、図４に示すように、二次覆工コンク
リート２４の養生装置３２が設けられた箇所に配置されている。なお、図３、図４におい
て符号３２０２は、アーチユニット材からなる養生装置３２のフレーム、符号３２０４は
風管を示している。
　移動式ステージ３０は、トンネル１０内を行き交う車両３４のすれ違いを可能とするも
のである。なお、図４、図５において、車両３４としてコンクリートミキサー車を描いて
いる。
　図４、図５に示すように、移動式ステージ３０は、ステージ用床部３６と、ステージ用
床部３６を支持するステージ用フレーム３８とを備えている。
【００１６】
　ステージ用床部３６は、図４に示すように、２台の車両３４がそれらの車幅方向に並べ
られる幅、長さを有している。
　したがって、ステージ用床部３６の幅は、２台の車両３４の車幅よりも大きい寸法で形
成されている。
　また、図５（Ａ）に示すように、連続ベルトコンベア２０が配置された側と反対側のス
テージ用床部３６の半部の長さは、言い換えると、走行路２６が位置する側のステージ用
床部３６の半部の長さは、車両３４の全長の例えば１.５倍程度の寸法で形成されている
。また、連続ベルトコンベア２０が位置する側のステージ用床部３６の半部の長さは、車
両３４の全長の例えば３倍弱の寸法で形成されている。このような寸法にすることで、ト
ンネル１０内において車両３４が円滑にすれ違いできるように図られている。
　ステージ用床部３６は、複数の床板４２で構成されている。
　複数の床板４２は、トンネル１０の延在方向および幅方向に位置決めされた状態でステ
ージ用フレーム３８上に載置される。
【００１７】
　図６（Ｂ）に示すように、ステージ用フレーム３８は、複数の分割体４０で構成されて
いる。
　各分割体４０は、複数の輪体４００２と、図６（Ａ）に示すように、分割体４０をトン
ネル床部１０Ａ上に移動不能に設置する設置部４００４とを備えている。
　複数の輪体４００２は、分割体４０を走行可能に支持するものであり、移動式ステージ
３０の移動を円滑に行なえるように図られている。
　また、各分割体４０を設置部４００４で移動不能に設置してステージ用フレーム３８を
構成したとき、ステージ用フレーム３８の上面周囲に、床板４２がトンネル１０の延在方
向および幅方向に位置決めされた状態でステージ用フレーム３８上に載置されるための位
置決め板４００６Ａ～４００６Ｇが、ステージ用フレーム３８の上面から突出するように
取着される。
　また、図３、図４に示すように、ステージ用フレーム３８の両側に、移動式ステージ３
０の幅方向の端部を、車両３４の運転者にわかり易くするための側板４００８が取着され
る。
【００１８】
　設置部４００４は、例えば、複数のジャッキで構成されている。それらジャッキは、分
割体４０の複数箇所に設けられ、分割体４０を持ち上げて輪体４００２をトンネル床部１
０Ａの上方に位置させ、トンネル床部１０Ａ上に分割体４０を移動不能に設置するもので
あり、車両３４の走行時にステージ用フレーム３８をしっかりと支持するものである。な
お、設置部４００４は、例えば、輪体４００２の回転をロックするロック機構により構成
し、あるいは、分割体４０に複数の脚部を設けておき、輪体４００２を支持するアームを
上方に折り曲げて輪体４００２を上昇させ分割体４０を複数の脚部で支持するなど、従来
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公知の様々な構成が採用可能である。
【００１９】
　さらに、本実施の形態では、図５（Ａ）、（Ｂ）に示すように、移動式ステージ３０は
、傾斜接続部４４を備えている。
　傾斜接続部４４は、車両３４の移動式ステージ３０への乗り降りを円滑に行なえるよう
にするためのものである。
　傾斜接続部４４は、連続ベルトコンベア２０の延在方向に沿ったステージ用床部３６の
両端で走行路２６が位置する側に設けられ、車両３４が走行できる幅で形成されている。
　より詳細には、傾斜接続部４４は、長さが短いステージ用床部３６の半部の両端に設け
られ、言い換えると、走行路２６と連続状に設けられる。
　傾斜接続部４４は、走行路２６から次第に上昇しつつステージ用床部３６に向かって延
在することで走行路２６とステージ用床部３６とを段差なく連続状に接続している。
【００２０】
　傾斜接続部４４は、傾斜床部４６と、図７（Ａ）、（Ｂ）に示すように、傾斜床部４６
を支持する傾斜フレーム４８とを備えている。
　傾斜床部４６は、図５（Ａ）に示すように、複数の床板５２で構成されている。
　傾斜フレーム４８は、複数の分割体５０で構成されている。
　各分割体５０は、複数の車輪５００２と、分割体５０をトンネル床部１０Ａ上において
移動不能に設置する設置部５００４とを備えている。
　設置部５００４の構成については前記の設置部４００４と同様であり、車両３４の走行
時に傾斜フレーム４８をしっかりと支持するものである。また、複数の輪体５００２によ
り傾斜接続部４４の移動が円滑に行なえるように図られている。
　また、各分割体５０を設置部５００４で移動不能に設置して傾斜フレーム４８を構成し
たとき、傾斜フレーム４８の上面周囲に、床板５２がトンネル１０の延在方向および幅方
向に位置決めされた状態で傾斜フレーム４８上に載置されるための位置決め板５００６Ａ
～５００６Ｄが、傾斜フレーム４８の上面から突出するように取着される。
【００２１】
　本実施の形態によれば次の効果が奏される。
　連続ベルトコンベア２０をトンネル床部１０Ａの側部に配置し、連続ベルトコンベア２
０の側方のトンネル床部１０Ａを、トンネル１０内を行き交う車両３４の走行路２６とし
た。
　そのため、トンネル１０内の上下方向の中間の位置に配置された従来の連続ベルトコン
ベアによるトンネル１０内の側部のデッドスペースをなくし、トンネル１０内で各種の作
業を行なうに際してトンネル床部１０Ａの上方空間を広く利用できる。
　例えば、一次覆工時、多数の支保工によるフレームの組み立てや、図３、図４に示すよ
うに、二次覆工コンクリート２４の養生装置３２のフレーム３２０２の組み立てを効率良
く行なう上で有利となる。
　また、二次覆工時、スライドセントル２２を前進させる際、連続ベルトコンベア２０に
走行架台２２０２、複数のジャッキ２２０４、複数のコンクリート型枠２２０６が干渉し
ないため、走行架台２２０２の走行やコンクリート型枠２２０６の組み付け、取り外しを
簡単に行なえ、二次覆工作業の効率を高める上で有利となる。
　したがって、スライドセントル２２をトンネル１０の延在方向に二つ並べ、それらスラ
イドセントル２２のコンクリート型枠２２０６を交互に使用して二次覆工を行なう場合も
、走行架台２２０２の走行やコンクリート型枠２２０６の組み付け、取り外しを簡単に行
なえ、二次覆工作業の効率を高める上で有利となる。
【００２２】
　また、連続ベルトコンベア２０の長手方向の少なくとも一箇所に移動式ステージ３０を
配置したので、移動式ステージ３０上において、ダンプトラックやコンクリートミキサー
車などの運搬車、コンクリートポンプ車などのトンネル１０内を行き交う車両３４がすれ
違うことができる。
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　そのため、多数のアンカーボルト、多数の照明器具、多数のロックボルト、多数の支保
工、コンクリート、爆薬などの資機材の坑外から切羽８への運搬を円滑に行なう上で有利
となる。
【００２３】
　また、移動式ステージ３０は、ステージ用床部３６と、ステージ用床部３６を支持する
ステージ用フレーム３８とを備えている。
　そして、ステージ用フレーム３８は、複数の分割体４０で構成され、ステージ用床部３
６は、複数の床板４２で構成され、各分割体４０は、複数の輪体４００２を備えている。
　そのため、トンネル工事の進捗状態に応じて移動式ステージ３０を移動させる場合、ス
テージ用床部３６、ステージ用フレーム３８を分解することで簡単に移動でき、大型の重
機を要することなく、移動式ステージ３０の移動を簡単に行なう上で有利となる。
【００２４】
　また、移動式ステージ３０は、走行路２６とステージ用床部３６とを接続する傾斜接続
板部４４を備えているので、車両３４が移動式ステージ３０への乗り降りを簡単に行なう
上で有利となる。
　また、傾斜接続部４４は、傾斜床部４６と、傾斜床部４６を支持する傾斜フレーム４８
とを備え、傾斜フレーム４８は、複数の分割体５０で構成され、傾斜床部４６は、複数の
床板５２で構成されて、分割体５０は複数の輪体５００２を有している。
　そのため、傾斜接続部４４を分解することで移動式ステージ３０の移動に追従させて簡
単に移動でき、大型の重機を要することなく、傾斜接続部４４の移動を簡単に行なう上で
有利となる。
【符号の説明】
【００２５】
　８　切羽
　１０　トンネル
　１０Ａ　トンネル床部
　２０　連続ベルトコンベア
　２２　スライドセントル
　２４　二次覆工コンクリート
　２６　走行路
　３０　移動式ステージ
　３２　養生装置
　３６　ステージ用床部
　３８　ステージ用フレーム
　４０　分割体
　４２　床板
　４４　傾斜接続部
　４６　傾斜床部
　４８　傾斜フレーム
　５０　分割体
　５２　床板
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